
 

 

東京都台東区公金事務における指定公金事務取扱者の指定等に関する事務取扱要領 

 

令和６年４月制定 

令和６年１０月改定 

 

(趣 旨)  

第１条 この要領は、台東区の公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下「公金

事務」という。)において、地方自治法(昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。)

第２４３条の２第１項に規定する指定公金事務取扱者の指定等について、法、地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号）、地方自治法施行規則（昭和２２年内務省令第２９号）

及び東京都台東区会計事務規則（昭和３９年９月台東区規則第１６号）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

 

(指定公金事務取扱者の選定等) 

第２条 歳入徴収部長等又は収支命令者は、指定公金事務取扱者の選定の方法を、競争入札、

随意契約又は企画提案方式のいずれかから選択するものとし、その選定については会計

管理者と協議するものとする。 

２ 歳入徴収部長等又は収支命令者は、前項に規定する選定に当たって、指定公金事務取扱

者に指定しようとする者又は指定公金事務取扱者の指定の申出のあった者から、地方自

治法施行規則第１２条の２の１２に規定する事項を記載した指定公金事務取扱者指定申

出書（第１号様式）のほか、必要に応じ、地方自治法施行令第１７３条第１項第１号及び

第２号に掲げる要件に該当していることが確認できる書類等を提出させるものとする。 

３ 歳入徴収部長等又は収支命令者は、指定公金事務取扱者の指定の申出に基づき指定を

したときは指定公金事務取扱者指定通知書（第２号様式）により、指定をしないこととし

たときは指定公金事務取扱者不指定通知書（第３号様式）により、当該申出書を提出した

者に通知しなければならない。 

 

（指定公金事務取扱者の名称等の変更の手続） 

第３条 法第２４３条の２第３項の規定による届出は、指定公金事務取扱者変更届出書（第

４号様式）によるものとする。 

 

（指定公金事務取扱者による公金の支出） 

第４条 会計管理者は、指定公金事務取扱者による公金の支出があったときは、当該支出に

係る結果を、指定公金事務取扱者に報告させなければならない。 

 

 



 

 

（指定公金事務取扱に対する検査） 

第５条 法第２４３条の２の２第４項に規定する証明書の様式は、第５号様式によるもの

とする。 

 

(指定の取消) 

第６条 法第２４３条の２の３第１項の規定により、指定公金事務取扱者の指定を取り消

したときは、指定取消の旨及びその理由を指定公金事務取扱者指定取消通知書（第６号様

式）により、当該指定公金事務取扱者に通知するものとする。 

 

(委 任) 

第７条 この要領に定めるもののほか、台東区の公金事務における指定公金事務取扱者の

指定等に関して必要な事項は、会計管理者が別に定める。 

 

  付 則 

 この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この要領は、令和６年１０月１日から施行する。 

  



 

 

第１号様式（第２条関係） 

 

年  月  日 

 

指定公金事務取扱者指定申出書 

 

東京都台東区長 殿 

申出者 

                           主たる事務所の所在地 

名称 

代表者名                    

 

 地方自治法施行規則第１２条の２の１２第３項の規定により、指定公金事務取扱者

の指定を受けることを下記のとおり申し出ます。 

 

記 

 

 １ 名称 

 

 ２ 主たる事務所の所在地 

 

 ３ 委託を受ける公金事務にかかる歳入等又は歳出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第２号様式（第２条関係） 

 

 

年  月  日 

 

指定公金事務取扱者指定通知書 

 

           あて 

 

東京都台東区長              印 

 

  年  月  日付で申出のあった指定公金事務取扱者の指定について、選考の結

果、下記のとおり指定公金事務取扱者として指定したので、地方自治法施行規則第１

２条の２の１２第３項の規定により通知します。 

 

                            記 

 

 １ 名称 

 

 ２ 主たる事務所の所在地 

 

 ３ 委託を受ける公金事務の内容 

 

  

 

４  指定をした日     年   月   日 

 

５  委託をした日     年   月   日 

 

６  その他 

   指定公金事務取扱者は、地方自治法第２４３条の２から２４３条の２の６、並

びに関連する政令及び総務省令の定めるところにより、公金事務を取り扱う

ものとします。 

 

※ 名称・住所等の変更がある場合は速やかに届け出てください。 

 



 

 

第３号様式（第２条関係） 

 

年  月  日 

 

指定公金事務取扱者不指定通知書 

 

           あて 

 

東京都台東区長               印 

 

  年  月  日付で申出のあった指定公金事務取扱者の指定について、選考の結

果、指定公金事務取扱者として指定しないこととしたので、地方自治法施行規則第１

２条の２の１２第３項の規定により通知します。 

 

                            記 

 

 １ 名称 

 

 ２ 住所又は主たる事務所の所在地 

 

 ３ 指定しない理由 

  

 



 

 

第４号様式（第３条関係） 

 

年  月  日 

 

指定公金事務取扱者変更届出書 

 

東京都台東区長 殿 

申出者 

                           主たる事務所の所在地 

名称 

代表者名                       

 

 指定公金事務取扱者の申請にあたり提出した申出書又はその添付資料の内容につい

て、下記のとおり変更したいので、地方自治法施行規則第１２条の２の１５第２項の

規定により、届け出ます。 

 

記 

 

 １ 変更の内容 

 

 

 

 ２ 変更の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第５号様式（第５条関係） 

 

表面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      裏面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定公金事務取扱者検査員証 

官  職 
又は職名     

氏  名 

生年月日    年  月  日 

 

 この者は地方自治法第２４３条の２の２第

３項に定める当該職員であることを証する。 

    年 月 日 交付 

        台東区長       印 

 

 

写真 

根拠法（抄） 

地方自治法第２４３条の２の２第３項 

 



 

 

第６号様式（第６条関係） 

 

年  月  日 

 

指定公金事務取扱者指定取消通知書 

 

           あて 

 

東京都台東区長               印 

 

指定公金事務取扱者の指定について、下記の理由により指定を取り消すこととし

ますので、地方自治法施行規則第１２条の２の１８第２項の規定により通知しま

す。 

 

                            記 

 

 １ 名称 

 

 ２ 住所又は主たる事務所の所在地 

 

 ３ 指定取消日 

 

 ４ 取消理由 

 

 

 

 


